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１ 行政改革プラン２１推進計画の結果  

 

 

(1) 取組対象 

    推進計画に具体的な推進項目として掲げた４１件のうち、制度改正に

より推進を中止した１件を除いた４０件が取組対象でした。 
(2) 推進件数 

取組対象のうち、平成１５年度から平成１７年度までの３年度間に推

進した項目は３９件で、進捗率は９７．５％に達しました。 

下の表は、その進捗状況をまとめたものです。 

 

※表中の分類について 

【実績】 
   実施済  すでに取組みを終え、結果が出たもの 
   取組中  その年度に取組みを開始し、現在も継続しているもの 
   調整中  取組みに向けた調査、視察、検討を開始し、現在も継続しているもの 

【計画】 
  実施   その年度に単年度で完結する取組みを行う予定のもの 
  取組開始 その年度から複数年度にわたる継続的取組みを開始するもの 
  調整開始 その年度から調査、視察、検討その他の調整を開始するもの 

 (3) 未推進項目の現況 

未推進となっている１件は、「病院事業における独立行政法人化又は

地方公営企業法の全部適用化」（推進計画表 P１２ №２１参照）で、こ

れについては１８年度に調整を開始することとなっています。実際に、

この完了報告書作成時点では、調整を開始していますので、実質的には

推進件数についての進捗率は１００％に達しています。 

推進計画年度 
実績 計画 

 ～14 15 16 17 小計  18 19 
計 

実施済  ６ ６ １ １３ 実施   １３ 
取組中 ６ ５ １ ３ １５ 取組開始   １５ 
調整中 ５ ２ １ ３ １１ 調整開始 １  １２ 

計 １１ １３ ８ ７ ３９  １  ４０ 

１ 成果 
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(4) 重点項目別の件数 

    行政改革プラン２１では行政改革推進項目を各重点項目別に分類して

おり、重点項目別に進捗状況を整理すると下表のとおりとなります。 
 

(5) 削減効果額 

平成１５年度から平成１７年度までの３年度間の削減効果額は以下の

とおりです。 

年 度 削減効果額（円） 

平成１５ 年度 585,337,076 

平成１６ 年度 786,330,172 

平成１７ 年度 645,489,296 

計  2,017,156,544 

 

 

推進計画の計画期間は、平成１５年度から平成１９年度の５年間としてい

ましたが、P１の「１ 成果」で述べたとおり、すでに推進件数についての

進捗率は実質的には１００％に達しており、一定の削減効果額を得ることが

できました。 

また、①一宮町との合併により新市としての新たな行政改革の取組の必要

が出てきたこと、②新市として第５次総合計画が策定され新たな総合計画実

施計画がスタートしたこと、③総務省から通知された「地方公共団体におけ

る行政改革の推進のための新たな指針の策定について」の中で、平成１７年

度を起点とし平成２１年度末の数値目標を掲げた、いわゆる「集中改革プラ

ン」の作成が求められていることなど、わずか数年の間に本市を取り巻く状 

重点項目 実績 計画 計 

市民、企 業、行政 の協働 化 ６ ０ ６ 

情報技術 （ＩＴ） の積極 的な活 用 ８ ０ ８ 

組織機構 ・人材の 活用 ６ １ ７ 

健全で効 率的な行 財政運 営の推 進 １７ ０ １７ 

行政評価 制度の確 立 ２ ０ ２ 

計  ３９ １ ４０ 

２ 計画期間の切上げ 
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況は行政改革プラン２１策定時点とは大きく変化しています。 

推進計画への項目の追加だけでは、これらの課題に対応しきれないことか

ら、推進計画の計画期間を平成１５年度から平成１７年度の３年度間とし、

推進計画を完了します。 

 

 

行政改革プラン２１及びその推進計画については、平成１７年度末をもっ

て完了とすることから、平成１８年度中に、新たな行政改革大綱とそれに基

づく新たな推進計画を作成します。 

新たな推進計画では、総合計画実施計画や集中改革プランに対応するため

に、事業単位での具体的な取組について目標を掲げて実施し、効果を確認し、

改善する手法を取り入れていきます。 

最終的な行政改革の取組の効果については、新たな推進計画の報告にあた

り、事業単位の効果の積み上げだけでなく、従来どおり定員適正化計画によ

る人員の削減効果や、「健全な財政運営に向けて」に基づいた経費削減効果な

どについても公表します。 

 

 

  行政改革プラン２１推進計画の報告は、本報告書をもって最後としますが、

現在取組中である推進項目については、今後も推進を継続するとともに、そ

の効果については、新たな行政改革大綱に基づく推進計画の報告書の中で、

併せて報告します。 

３ 新行政改革大綱に基づく推進計画への移行 

４ 取組中の推進項目のフォロー 
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２ 平成１７年度の取組結果 

 

 

(1) 総括 

推進計画に掲げた推進項目のうち、平成１７年度に新たに取り組んだ

推進項目は３件です。この新たな取組を含めて、平成１６年度以前に実

施済となった１２件を除き、平成１７年度は、２７件について取組を行

いました。 

(2) 削減効果額 

推進項目のなかには、具体的な数値でその効果を表すことができない

ものも多くありますが、金額として表すことのできるものについて効果

を算出すると、平成１７年度の削減効果額は、約６億４，５００万円と

なります。 

  (3) 重点項目別の削減効果額 

    下表は、行政改革プラン２１で定める重点項目別に分類した削減効果

額です。 

重点項目 削減効果額（円） 

市民、企 業、行政 の協働 化 0 

情報技術 （ＩＴ） の積極 的な活 用 △17,660,206 

組織機構 ・人材の 活用 154,119,000 

健全で効 率的な行 財政運 営の推 進 509,030,502 

行政評価 制度の確 立 0 

計  645,489,296 

※  情報技術（IT)の積極的な活用がマイナスとなっているのは、総合行政

ネットワークシステムや電子入札システムに係る投資を行ったためです。 

       

 

 
 

  各重点項目においての主な取り組みについては次のとおりです。なお、各

推進項目の取り組み状況については「推進計画表」（Ｐ７～）に示します。 

２ 主な取組 

１ 成果 
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  ◎ 市民、企業、行政の協働化 

○ 公の施設における指定管理者制度※１による民間活用（Ｐ７ №２） 

   本市が平成１７年２月に策定した「公の施設における指定管理者

制度導入指針」及び同年３月に制定した「豊川市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例」に基づき、市の公の施設のひとつひとつ

について、最適な管理運営方法について検討を行い、６月に「指定管理者

制度に係る公の施設のあり方の方針」を定めました。 

   この方針に従い、１２１の施設について平成１８年４月から指定管

理者制度による管理運営を開始しました。これにより、平成１８年度

からの３年度間で約６８，０００千円の削減効果を見込んでいます。 

 

◎ 組織機構・人材の活用 

○ 定員管理の適正化（Ｐ１１ №１６） 

平成１６年度から平成１７年度における定員管理については、一宮

町との合併に関する事務、児童虐待防止、雨水浸透施設等の整備業務

など、業務の増加に対応するために増員を図る一方、地域イントラネ

ット※２の整備完了、戸籍の電算化業務完了、道路等維持管理や建築確

認などの業務量の減少、文化会館管理業務、公園管理業務及び市民病

院電話交換業務の嘱託員化、給食調理業務や窓口業務のパート職員化

などの事業の見直しにより２０人を減員（医療職員を除く）し、１５

４，１１９千円を削減しました。 
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◎ 健全で効率的な行財政運営の推進 

○ 財政健全化計画の推進（Ｐ１４ №２８） 

市長・助役・収入役の調整手当削減、経常経費の５％削減、職員手

当の縮減（調整手当１０％から地域手当※３８％へ）、市長交際費の一

部カット、補助金・交付金の見直し、公債費の借換え※４等を実施し、

１０６，０７３千円を削減しました。また、平成１４年度に改訂した

「健全な財政運営に向けて※５ 改訂版」について、内容検証や今後の

取り組み内容の検討を行い、平成１８年３月に「健全な財政運営に向

けて 第２次改訂版」を作成しました。 

○ 公共工事のコスト縮減（Ｐ１４ №２９） 

平成１３年度に策定した「公共工事コスト縮減対策に関する新行動

計画※６」に基づき、技術基準の見直し、発注方法の見直しなど１１６

施策のうち８１施策を実施し、工事コストを１２．４％縮減し、平成

９年度時点における標準工法と比較して４２０，６０９千円を削減し

ました。 

 

◎ 行政評価制度※７の確立 

○ 行政評価制度の確立（Ｐ１７ №４０） 

行政分野別に平成１８年から平成２７年度における将来目標の達

成度合を客観的な数値で表す指標を設定し、２年ごとの目標値を定め

た「第５次豊川市総合計画」を平成１８年３月に策定しました。 

また、毎年度、総合計画で設定した目標値を実現するために実施す

る事業を示した向こう３年度間の実施計画を作成し、指標の数値で事

業の効果を確認したうえで、必要があれば事業の見直しを図り、目標

値の達成を目指すこととしました。 
 
 


